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Q11 仕事が忙しいという理由で、
辞退はできますか？

ねぇ　お父さん
忙しい時期に裁判員に
選ばれちゃったら
どうしましょう？

そうだよなぁ
かき入れどきなんざ
大変だもんなぁ

でも仕事が忙しい
ってだけじゃ
断われないらしいぜ

困ったわねぇ

辞退の申出を
することができますよ

だって忙しいだけじゃ
断われないんじゃ
ないのかい！？

とても重要な仕事で
ご本人が処理しなければ事業に
大きな損害が生じてしまうと
裁判所が認めた場合には

辞退が認められる
ことになっています

なるほどねぇ

お父さん
いなくたって
大丈夫！

仕事が忙しいというだけの理由では、辞退はできな
いことになっています。ただし、とても重要な仕事が
あり、ご自身が処理しなければ、事業に著しい損害が
生じると裁判所が認めた場合のほか、裁判員に
なることにより自分自身やまわりの人に経済上
の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合
には、辞退が認められることになっています。

A11 ご自身の不在により著しい
損害が生じる可能性があると
認められれば、辞退可能です。


